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衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
防
衛
庁
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
十
二
年
八
月
二
十
一
日
午
後
、
沖
縄
県
国
頭
郡
宜
野
座
村
役
場
玄
関
に
お
い
て
、
虎
島
防
衛
庁
長
官
（
当
時
）
と
の

会
談
を
終
え
た
宜
野
座
村
の
村
長
が
報
道
関
係
者
の
取
材
に
応
じ
て
い
た
際
に
、
那
覇
防
衛
施
設
局
職
員
が
同
村
長
と
報
道

関
係
者
と
の
や
り
取
り
を
録
音
し
メ
モ
し
た
行
為
は
、
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
号
に
よ
る
改
正
前
の
防
衛
庁
設
置
法
（
昭

和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
五
条
第
二
十
五
号
及
び
第
二
十
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
所
掌
事
務
の
遂
行
に

必
要
な
も
の
と
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
一
般
に
、
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
上
で
必
要
と
な
る
情
報
収
集
等
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
当
該
所

掌
事
務
に
係
る
規
定
に
基
づ
き
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
那
覇
防
衛
施
設
局
職
員
が
録
音
し
メ
モ
し
た
内
容
は
、
当
該
職
員
か
ら
同
局
の
上
司
に
口
頭
で
報

告
さ
れ
た
が
、
防
衛
施
設
庁
本
庁
に
は
報
告
さ
れ
な
か
っ
た
。

一



な
お
、
当
該
メ
モ
等
は
、
そ
の
後
必
要
が
な
く
な
っ
た
た
め
、
現
時
点
に
お
い
て
は
破
棄
等
さ
れ
て
い
る
。

二


